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までは医療費無料化なっておりますので、それ

は大丈夫だと思うんですが、そういうケース・

バイ・ケースでそういったときは配慮するよう

にということは申し上げております。 

 あとただ、ちょっとやっぱり私も国保税を納

めた経験から非常に大変です。交付のほうを、

切符のほうを８回から10回、回数ふやしたりし

てますけども、これは納めないとずっと続くん

ですよ。免除ってないんですから、免除ってな

いんですよ。免除あればいいですよ。免除ない

わけですから、それどっかでけりをつけないと

すごい高い利息がかかって、どんどん膨れるん

ですよ。ですから今泉議員おっしゃることもよ

くわかるんですけども、これ何とか、所得がな

いとこういう税金はかからないわけですね。少

ないわけですよ。ですから結局税金そのものの

率を下げることがやっぱり議員おっしゃるとお

りなんですけども、そこのところはただ、どう

してもある程度自主自立でやんなきゃいけない

ということから長井市は何とか中庸かやや上ぐ

らいでしょうかね。何とか低くはしたいと思い

ますけども、それと今回の資格書、短期証につ

いてはまたちょっと別の課題なので、そこのと

ころは私どもも努力してまいりますので、十分

に配慮しますので、そこはご了承いただければ、

ご理解いただければというふうに思います。 

○小関勝助議長 ４番、今泉春江議員。 

○４番 今泉春江議員 市長がおっしゃいました

ように審査会で対応してるということですけど

も、機械的な審査会ではなく、山形市みたいに

短期証であれば窓口でたとえ、長井市では６カ

月かと思いますけども、そのように対応してい

ただいたりして、何よりもやはり命が一番大事

だということを念頭に置いて資格書の発行をと

めていただき、解除していただき、長井市に本

当住んでよかったと市長がおっしゃってますか

ら、そういう市政にしたいということをおっし

ゃってますから、そのようになるように進めて

いただきたいと思います。 

 またこの点については別なところで議論させ

て、質問させていただきます。 

 まず２分なりましたので、最後に、今後も冒

頭で申し上げたように市民の声が生かせる市民

のための市政実現のため市長とともに頑張って

まいりたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 以上で質問終わります。 

○小関勝助議長 ここで昼食のため暫時休憩いた

します。再開は午後１時といたします。 

 

 

   午前１１時５４分 休憩 

   午後 １時００分 再開 

 

 

○小関勝助議長 休憩前に復し、午前に引き続き

会議を再開いたします。 

 なお、安部 隆議員から早退させてほしい旨

の申し出があり、許可いたしましたので、ご報

告いたします。 

 それでは、市政一般に関する質問を続行いた

します。 

 

 

 髙橋孝夫議員の質問 

 

 

○小関勝助議長 次に、順位３番、議席番号14番、

髙橋孝夫議員。 

  （14番髙橋孝夫議員登壇） 

○１４番 髙橋孝夫議員 私は、市民生活の向上

を願いながら一般質問を行います。 

 通告をしております２点について順次質問申

し上げますので、明快な答弁をいただきますよ

うにお願いをしておきたいと思います。 

 質問の第１は、市長はこれからの４年間どう



 

―４０― 

いうまちづくりを進めようと考えているのか、

おのおののスタンスは、について伺います。 

 11月16日に長井市長選挙の投開票が行われ、

内谷市長が9,779票を獲得して３選を果たされ

たことはご案内のとおりです。 

 １年以上にもわたって市議会での採決は８対

７というような状況にあって、マスコミなどは

かわと道の駅が争点などとあおり立てることも

ありましたが、結果的には議会での８対７とい

う構図とはほど遠く投票率が低かった割合には

立派な得票での勝利だったと感じています。 

 内谷市長には改めてお祝いを申し上げます。 

 選挙期間中に配布をされましたみんなが主役

「がんばろう長井！」市民の会が発行した法定

チラシを見てみますと、今こそ！！長井創生に

全力投球、財政再建成功とあり、今、長井を幸

せにしますとふれ、みんなで創る、幸せに暮ら

せるまち長井を目指しますとしています。 

 また、未来を創る３つの重点目標と10のチャ

レンジということを訴えてこられたようです。 

 私は、このチラシを見て、いろいろなことを

書いているけれども、結局は何をしようとして

いるのかなかなかぴんとこなかったし、感じる

ことができませんでした。 

 内谷市長は、これから４年間で長井市の将来

像をどのように描いておられるのか、どのよう

に構想されておられるのか、そのために何を手

がけようと考えておられるのか、率直なところ

をお聞かせいただきたいと思います。 

 率直に言って、３つの重点目標と10のチャレ

ンジとして訴えられている内容は、「目指しま

す」とか「努めます」とか、あるいは「図りま

す」という表現が中心であり、なかなか将来像

をイメージできないというのが私の感想でもあ

りました。 

 これまでの８年間の取り組みを踏まえて、こ

れからの長井市の姿をどう構想されているのか、

そしてどこに力を入れたまちづくりを進めてい

こうと考えておられるのか、お聞かせをいただ

きたいと思います。 

 ２点目は、まちづくりを進める際のおのおの

に対するスタンスは、について伺います。 

 まちづくりを進めるには、多くの市民の声や

要望、何よりも市民が何を求めているのか、何

をしたいと考えているのかなどをつぶさに捉え

なければなりません。 

 そして、まちづくりを具体的に進めていく職

員の皆さんとの課題や問題の整理、他の自治体

や先進事例の調査研究、具体策のすり合わせと

長井市に合った展開手法の具体化を図る必要が

あると考えます。 

 同時に、長井市議会との関係もまた重要と考

えます。 

 議会は数かもしれませんが、しかし議会は耳

であり市民の声であり、何よりも議会はいろい

ろな考え方の集まりと捉えたほうが私はよいの

ではないかと考えています。 

 そして、その多様な考え方や判断基準を生か

すことも大事な手法ではないかと感じます。 

 特定の議員の意見を聞くのではなく、自治体

の首長として胸襟を開いて多くの議員の考え方

を聞くということは極めて大事な首長の仕事だ

と私は感じますが、実際はどうなのでしょうか。 

 私は、この間の市長と議会との関係には多分

に感情的なもの、つまらない意地の張り合いと

言えなくもない状況があったのではないかと感

じていますし、率直に申し上げれば、市長はど

うしてこのような方法を決めたのだろうかと議

会全体が理解に苦しむ問題や課題が数多く存在

したことも事実だと感じています。 

 物事の捉え方の違いや考え方の齟齬を全くな

くせとは言いませんが、できる限り少なくする

取り組みも進めていくことは重要なことだと考

えます。 

 議会との意思疎通を図りながらまちづくりを

進めていくことは、誤りをできるだけ少なくす
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ることと施策や政策に厚みと的確性を加えるた

めにも避けては通ることのできない道と私は考

えます。 

 そして、長井市と山形県や国との関係をどう

するのか、あるいは近隣の市町村との関係をど

う構築していくのかも重要な課題と私は考えま

す。 

 内谷市長は長井創生と訴えられていますが、

国もにわかに地方創生を声高に叫んできていま

す。 

 しかし、内閣府にも総務省にも、そして内閣

官房にできた「まち・ひと・しごと創生本部」

にも、同時に当然地方創生担当大臣である石破 

茂大臣にも地方創生の具体策は何ら示し得ない

ということはご案内のとおりです。 

 こういった中にあって、長井市がどういった

役割を果たしていくのかが問われることになる

のではないかと私は感じています。 

 これまでのような国や県にお願いに行く自治

体とか国や県の覚えのめでたい自治体ではなく、

地方創生の具体策について国や県と意見交換を

する自治体、そういう自治体に変わっていく必

要があるし、何よりも地方の実情を率直に伝え、

その上で現状の法制度や仕組みの矛盾と実態に

合わなくなってきている状態を改善していくこ

と、相変わらずの国と地方の税配分の見直しを

迫り、あわせて実態を踏まえた意見を述べてい

くといった毅然とした対応こそ求められるので

はないかと考えます。 

 申し上げましたように、まちづくりはひとり

長井市だけで進めることはできませんし、市長

だけの考え方で進むものでもありません。 

 このことを考えれば、対市民とのスタンスを

どうしていくのか、パートナーである職員との

議論をどのように進めていくのか、議会との意

思疎通をどう図っていくのか、多様な考え方を

どう生かしていくのか、そして、国や県との関

係をどう本来あるべき方向に修正していこうと

考えておられるのか、それぞれ、明らかにして

いただきたいと思います。 

 第３点目は、４年後の到達点は何かについて

伺います。 

 今後４年間の長井市のかじ取り役を市民から

負託されたことになります。 

 内谷市長は、長井市の将来像を踏まえ、４年

後はまちづくり課題などで到達点をどこに置い

て、どこを目指して目的にしてまちづくりを進

めようと考えておられるのか、お聞かせいただ

きたいと思います。 

 先ほど申し上げました内谷市長を応援する市

民の会が作成した法定チラシには、３つの重点

目標として、１つは、元気なまちづくりを進め

ます。２つは、にぎわいと働く場づくりを進め

ます。３つは、活発な地域づくりを進めますと

ふれていますし、それぞれにこの重点目標には

具体的な考え方が示されていますから、３つの

重点目標における４年後のそれぞれの到達点に

ついて、簡潔にお示しいただきたいと思います。 

 質問の第２は、長井小学校校舎の今後につい

てです。 

 12月定例会に平成26年度長井市一般会計補正

予算第８号が提案されていることはご案内のと

おりです。 

 その補正予算の中に、10款教育費、２項小学

校費として、長井小学校耐震補強等事業で長井

小学校仮設管理棟建築実施設計業務委託料194

万4,000円が計上されています。 

 教育委員会管理課の資料によりますと、「長

井小学校第１校舎の耐震診断を行った結果、Ｉ

ｗ値が0.094であったことから、第１校舎に耐

震補強工事を行うこととしたが、工事完了まで

の期間、教職員の安全確保などのために仮設の

管理棟を設置することとし、その実施設計に係

る経費を補正するもの」としており、説明では、

この間私どもに示している第１案としていると

いうことでありました。 
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 私は、このような突然な提案には大きな疑問

を感じますし、一連の進め方には開いた口が塞

がらない、そういう思いがしてなりません。理

解できません。 

 よって以下、質問させていただきます。 

 第１点目は、４つの案を示した考え方と、ど

う以降議論を積み上げ意見集約をどのように進

めようと考えていたのかについて教育長に伺い

ます。 

 長井小学校の第１校舎の耐震診断結果と職員

室などの管理施設のあり方については、今まで

いろんな動きがあり今日に至っているわけです

が、整理する必要があると私は思っています。 

 本年６月16日に開催されました文教常任委員

会協議会で、教育委員会管理課から、６月定例

会最終日提案として、１つは、長井小学校仮管

理棟建築工事実施設計等業務委託料754万9,000

円、２つは、長井小学校調理室等移設工事費

1,114万6,000円、３つは、長井小学校調理室等

移設工事実施設計業務委託料85万8,000円とす

る補正予算を上程したい旨の提案がなされまし

た。 

 文教常任委員会としては、調理室などの移設

工事については理解できるものの、仮管理棟建

築工事については疑問が多いとしてきました。 

 そして、６月18日に改めて教育委員会から文

教常任委員会協議会を開催してほしい旨の要請

があり、同日、内谷市長も含めた協議会を開催

をしてきました。 

 そして、さまざまな議論の後に、次のように

まとめをしてきています。 

 １つは、６月定例会最終日に提案する補正予

算のうち、長井小学校調理室等移設工事実施設

計等業務委託料85万7,520円と調理室等移設工

事費1,114万5,204円は、説明のとおり計上提案

すること、２つは、長井小学校仮管理棟建築工

事実施設計等業務委託料754万9,200円は提案し

ないこと、３つは、現在、既存の予備費を使っ

て、長井小学校の職員室、あるいは管理棟の部

分、昇降口も含めて基本設計業務をしており、

その基本設計に合わせて調査等をしていただき、

９月には実施設計業務委託ができるように教育

委員会の中で議論を進めていただくこととして

整理をしまとめられたものと記憶をしています。 

 この確認を受けて、６月25日の６月定例会最

終日に、内谷市長から平成26年度長井市一般会

計補正予算第３号の提案があって、全会一致で

可決しております。 

 その後、８月20日開催されました文教常任委

員会協議会では、教育委員会管理課から、次の

ような説明がありました。 

 長井小学校管理棟建築に係る補正予算（実施

設計業務委託料）を９月議会に上程予定でした

が、想定していた補助事業（森林・林業再生基

盤づくり交付金）が該当しないことが判明した

ため上程を見送ることにしました。 

 長井小学校の整備につきましては、約10年後

に第２校舎の改築が予定されていますが、これ

も含めた中・長期的視点を新たに加味しながら、

これまでに検討した３つの整備案とともに、再

度比較検討を行いたいと考えます。方向性を定

めるに当たっては、議会の皆様方のご意見を頂

戴しながら進めてまいりたいと存じますので、

ご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願

いいたします。 

 なお、今後検討する案は以下の４案となりま

すということで、第１案、第１校舎に免震工事

を施し、引き続き管理棟として使用する。第２

案、仮の管理棟を建築し、教職員の安全を確保

する。第３案、児童昇降口を解体し、その場所

に恒久的な管理棟を建築する。第４案、第２校

舎を改築し、あわせて、恒久的な管理棟と児童

昇降口を建築するという文書による説明があり

ました。 

 そして、９月11日に開催されました文教常任

委員会協議会では、長井小学校管理棟に係る４
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つの案の比較表が示され、意見交換をした後、

教育長からは、ここで結論ということにはなら

ず、ご意見をいただきましたので、なお検討さ

せていただきたいという表明があり終了してき

たというのがこの間の経過であります。 

 こういった経過がありながら、12月定例会に

は先ほど申し上げました長井小学校仮管理棟建

築実施設計業務委託料194万4,000円を提案する

ということになるわけです。 

 私には到底理解ができません。 

 教育長に伺いますが、まず、９月11日に長井

小学校管理棟に係る４つの案の比較表を提示を

した以降どのように議論を進めながら意見集約

を進めようと考えていたのか、お聞かせいただ

きたいと思います。 

 教育長がおっしゃる議会での議論、あるいは

教育委員会での議論、そして広く市民からの意

見集約、また中央地区長会などとの意見交換、

さらには、長井市文化財保護協会などの文化団

体などとの意見交換などはどのようにこの間展

開されてこられたのか、どういう内容の意見が

あったのかも含めて、お聞かせをいただきたい

と思います。 

 第２点目は、第１校舎の免震工事方式に決ま

るまでに、どのような議論が展開をされたのか、

市民の意向なども含めてどう反映されたのか、

そして、どういう理由で決めたのかについて、

教育長に伺います。 

 第１点目でお伺いをしました中で、さまざま

な意見が出されたのではないかと推測しますが、

これら出されました意見をどのように反映をさ

せたのか、そして結果的に第１校舎の免震工法

での管理棟としての活用ということに決めた理

由は具体的にどういうものなのか、お聞かせい

ただきたいと思います。 

 ９月にいただきました４つの案の比較表を見

れば、４つの案があるわけではなく、第１案と

第２案はセットとして考えなければならないも

のと私は感じますが、そうだとすれば、概算工

事費が違ってきますし、概算工期についても違

いが出てくるのではないかとも感じます。 

 教育委員会管理課からの資料では、12月議会

に仮管理棟（プレハブ）建築の実施設計経費を

上程し、平成27年３月定例会には、１つは、第

１校舎耐震補強（免震）工事の実施設計経費と、

２つは、仮管理棟（プレハブ）のリース料を上

程し、平成27年８月に現在の職員室から引っ越

しすることとし、平成28年３月議会に第１校舎

耐震補強（免震）工事費を上程し、その後２年

間の工事期間を経て、結果的に第１校舎を管理

棟として活用するのは平成30年３月を予定をす

るということであれば、文教常任委員会に提示

されている内容とは大きく変わってくると思わ

れますが、こういったことはどのように議論さ

れ解決をされてきたのか、明らかにしていただ

きたいと思います。 

 私は、この間教育委員会が提示をしてきた各

種資料を総合的に再検討してみる必要があるの

ではないかとも感じています。 

 何か、当初から結論ありきのような、一つの

考え方に誘導するような形で資料そのものがつ

くられてはいないのか心配でなりません。 

 澄んだ視点で公正に判断できる内容をきちん

と示し、それをもとに本当にちゃんと議論を重

ねるそのことが求められているのではないかと

考えますが、どうでしょうか。見解をお聞かせ

いただきたいと思います。 

 第３点目は、市長が文教常任委員会協議会で

話をされたのは何だったのかについて、市長に

伺います。 

 ６月18日に教育委員会からの申し入れを受け

て、産業・建設常任委員会終了後に急遽文教常

任委員会協議会を開催し、市長も入っていろい

ろな検討と意見交換がなされ、最終的にはさき

に申し上げました内容でのまとめを行い、それ

に沿って６月定例会最終日の補正予算提案にな
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ったものと私は思います。 

 その確認と同時に、私は長井小学校の管理棟

については、教育委員会が示している第３案の

内容でいきましょうという確認もなされたと感

じますが、その後の結果はそれとはかけ離れた

ものになっています。 

 さきに申し上げましたように、私があいた口

が塞がらないという内容は、この６月18日の市

長が言われた内容と今日的な方向性が余りにも

違ってしまっていることによるものです。 

 第１案はできないと諦めざるを得ないと言っ

ておきながら、結果としてそこに返っていくと

いうことには納得できません。 

 何があったというのでしょうか。 

 何が変わったのでしょうか。 

 どういう判断変更の事由があったのでしょう

か。 

 全くわかりませんし、この間、教育委員会か

らも何ら説明がありません。 

 きちんと説明いただきたいと思います。 

 ６月18日の意見交換でも指摘をされています

が、長井市の小学校は、生徒とか外来者とかが

学校に入ってくるときに職員室から全然見えな

いというところが問題であり、その解決も含め

検討すべきだといった指摘もあり、第３案では

その問題解消につながるのではないかと感じて

いただけに、またもとに戻ってしまったと言わ

ざるを得ません。 

 私は、昨年福島県郡山市の富田小学校にお邪

魔をする機会がありました。 

 驚いたことに富田小学校の職員室は、児童の

昇降口からは全部見えるような形で配置をされ

ており、児童からも先生方からもお互いの存在

は全て見える形で配置をされていることでした。 

 当然にして、校庭での子供たちの遊びを見る

ことができ、体育館に行くときには必ず職員室

の前を通ってでなければ行くことができないと

いう配置でした。 

 長井市の場合は、これまでこういった配慮も

なく、加えて指摘された問題を解決するための

努力や働きかけがなされてきたのかと言えばそ

うではなかったと言わざるを得ない状況だと思

います。 

 せっかくのきっかけもこのままでは無になっ

てしまいます。 

 私は、もう一度何が求められていて、今、長

井市は何を決断する時なのかを検証する必要に

迫られているのではないかと考えます。 

 再度の検討を求めたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

 市長の見解をお聞かせをいただきながら壇上

からの質問を終わります。ご清聴、ありがとう

ございました。（拍手） 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 髙橋孝夫議員のご質問にお答え

いたします。 

 議員からは大きく、２点ほどご質問、ご提言

を頂戴いたしましたが、まず最初に、これから

私が３期目をさせていただく４年間でどういう

まちづくりを進めようとしているかと、将来像

の想定ということでご質問頂戴いたしました。 

 まず、かなり中身もたくさんありますんで、

簡潔に申し上げなきゃいけないというふうに思

いますが、この将来像については考え方がいろ

いろあると思いますけれども、まず一つは、第

５次総合計画で申し上げてる10年後の将来像、

それと同時に今、長井市で進めようとしており

ます、まず最初の都市再生整備事業と県の事業

で進めております粡町成田線、県道の両側に歩

道つくるという事業ですが、これがあと５年ほ

どかかります。その後、今度駅前通りの街路事

業が引き続き採択いただくと、これがもう恐ら

くおくれる部分も含めて10年かかるだろうと。

そうしますと15年間の間にまちなかのさまざま

な民間の施設も含めた新たなまちづくり、これ

はまちとしてのいわゆるソフトじゃなくてハー
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ドのそういった期間だろうというふうに思われ

ます。そこで私ども長井市としては、現在は中

心市街地活性化基本計画の策定に向けていろい

ろ準備を進めております。これは来年度、27年

度中に国の認定をいただきたいと思っておりま

す。 

 そこで私が将来像として考えておりますのは、

まず将来にわたって私ども長井市の人口ができ

るだけ減らないようにするために働く場、就労

の場をいかにつくっていくかと。これはいろい

ろ細部にわたりますと時間がかかりますので、

申し上げませんが、それと同時に若い人たちに

とって、あるいは女性にとって長井にずっと住

んでもらうという選択してもらえるまちにしな

きゃいけない。そのためのまちの魅力をどうつ

くるかと。これはソフトとハードありますけど

も、ハードの部分で言えば先ほど申し上げまし

た15年間ぐらいの民間のハード事業の整備の中

に私ども公共のほうのハードづくりもそれにあ

わせてやっていくことが必要だろうと。ただし、

その場合は20年、30年後先を見据えて考えてい

かなければならないだろうと。私ども市として

の公共施設を整備する際に雇用の面で、就労の

面でこのまちなかで多様な雇用が生まれるよう

なそんな将来像を描いております。当然そこに

はまず第一義的には健康、長寿、福祉、医療、

介護のまちということと、子育て支援、それか

ら文化、スポーツを楽しめる、生きがいができ

るそういったまちをつくっていくということで

考えております。最後に４年後の到達点は何か

ということから申し上げますと、そういったと

ころの基礎づくりを行いたいというふうな考え

方でおります。 

 ２番目にいただきましたまちづくりを進める

際のおのおのに対するスタンスということでご

ざいますが、これにつきましては市民に対して

どういうふうなスタンスでいくかということ、

職員に対して、議会、県や国に対してというこ

とでございますが、まちづくり基本条例では市

長の責務として市民との協働に努め、市民の意

向や地域の課題に適切に対応したまちづくりを

公正かつ誠実に、着実に進めなきゃいけないと

いうふうにありますが、市民に対しては、やは

り市民が主人公ですから、市民の持てる力を十

分に、存分に発揮いただけるようなそういった

市民と市が一体となった、市民が活躍できる場

を設けたいと思います。これが協働のまちづく

りということではないとは思いますが、協働の

まちづくりもその一つであろうと。市民の皆さ

んが一人一人輝けるようなそういった場を我々

公共として提供しなきゃいけないだろうという

ふうに思っておりますし、まちづくりの基本的

な方針とか重要な事項を定める計画案等の情報

公開をしっかりと行い、そしてパブリックコメ

ントということで最近いろいろやってますが、

ホームページにパブリックコメントを求めて、

それはなかったからこれで終わりだということ

ではなくて、もうちょっと違った手法も考えな

きゃいけないだろうというふうに思っておりま

す。これらについては今後、検討してまいりた

いと思います。 

 あと市民と市が情報共有するとともに、市民

の皆様にも行政に対する役割、自分も一緒にな

ってやっていくんだというそういう自立した市

民の考え方もやっぱり持っていただかないと、

これからの時代は行政だけが全てやるというこ

とではだめだというふうに思っております。 

 職員に対してでございますが、まちづくりは

市民が主体だということは、これ職員もよくわ

かってるわけですが、その中で市民全体のため

に働く者としての職務を遂行しなきゃいけない

ということを念頭に市民サービスの向上をいか

に、やっぱり基本的には最小の経費で最大の効

果を発揮できるようなそういった問題意識を持

ちつつ頑張っていただきたいと。 

 一方で、私は、雇用者としての働きやすい環



 

―４６― 

境整備や労働条件の向上をもちろん目指すとと

もに、また組織の見直しというものもふだんの

見直しを進めながら業務ができるだけ効率化で

きるように、そして最大の成果が発揮できるよ

うなそんな組織のあり方も図っていきたいと思

ってます。 

 あと議会に対してでございますが、髙橋議員

からありましたように、やっぱり議会の方々は

16名は、それぞれのお考えあるわけでして、そ

れぞれの意見をやっぱりきちんと私も受けとめ

ながら、私も一方的にこうしたい、ああしたい

じゃなくて、どこかで合意点を見出して前に進

んでいくという議会と私ども行政側、首長等の

あり方、それを今後整理しなきゃいけないなと

いうふうに思っております。議員の皆様も市民

の皆様からいろんな立場の皆様の意見を聞いて

活動なされているわけですから、それらを十分

に尊重しなければなりませんし、執行部側から

は政策の形成過程にあるものを含めたまちづく

りに関する情報の積極的な提供を行うと。これ

は議会基本条例にもうたわれておりますので、

これらは私どもより徹底しなきゃいけないと思

ってます。これらに関して協議、議論し、お互

い車の両輪として機能していくように進めてま

いるように私どもも努力してまいりたいと、私

も努力しなきゃいけないと思います。 

 あと国や県に対してでございますが、これは

髙橋議員からもございましたように私どもが国

とか県の仕事の下請だとか、あるいは私どもが

上位関係で言えば一番下で、上が国だという考

え方ではこれうまくいかないと。ですから私ど

もは、逆に言えば一番肝心な市民生活、国民生

活を支えてるのは我々でありますんで、基礎自

治体としての意向をきちんと国のほうで認めて

いただくようにより一層、私どもの場合は全国

市長会の中、あるいは山形、東北の市長会の中

でこれ申し上げておりまして、去年、おととし

からですか、六団体のテーブルも一応形だけだ

ったんですが、去年からは正式にきちんと設け

ていただきましたんで、これらを活用して今の

長岡市の森全国市長会の会長、森市長も大変そ

ういう意味では頼もしい方だなというふうに思

ってまして、もう忌憚のないご意見を私ども提

言しながら一緒に地域の実情に合った国の施策

を求めてまいりたいというふうに思います。 

 あと４年後の到達点ということでございます

が、先ほど簡単に申し上げましたけども、これ

具体的に話ししますと時間かかりますので、要

点だけ申し上げますと、元気な人づくりの目標

ということについては、４年後に少なくとも子

供が健やかに育つ環境づくりとして経済的支援

やら、あるいは当然保育、学童クラブも含めて

ですが、そういった施設を充実させる。もちろ

んソフトも充実させますが、加えて子育て拠点

施設、支援の拠点施設、これハードですけども、

こういったものなども都市再生整備事業等々で

できる可能性のあるものについてはぜひできる

だけ早急に検討していきたいと。この４年間で

は建設までには至らないと思いますが、その方

向性をきちんと定めてまいりたいと思いますし、

高齢者が安心して暮らせる環境づくり、これは

細かいところは言いませんが、私ども長井市は

県内でも、東北の中でも高齢者の福祉について

は非常に評価が高い。これは髙橋議員ご存じだ

と思いますが、ミニデイサービス等々もござい

ますけども、全般的に非常に厚いということで、

月刊誌とかいろんな本等々で東北の中ではいろ

んな面で言えば総合的にベスト10以内には入っ

てるぐらいのいい状況でございますが、これを

さらに深めてまいりたいと。 

 あとは心と体の健康力の向上ということで、

スポーツや文化の施設も含めたハード、こうい

ったものも充実させていきたいと思います。 

 あとにぎわいと働く場づくりについては、先

ほどこの将来像で申し上げたとおりでございま

すので、これ重複は避けますが、必要なハード



 

―４７― 

事業、ソフトはもちろん今までずっとやってき

ましたけれども、ハードもソフトもやっていく

という考え方。 

 最後に、活発な地域づくり戦略の中では、特

徴的なところとしては、地域独自の資源を生か

すということで、レインボープランの循環の理

念を今までも大切にしてきたわけですが、これ

からは置賜自給圏構想という、これは地域独自

の考え方だなと。これは置賜３市５町で取り組

むべきものというふうにしてますが、できれば

長井市がレインボープランも取り組んでるとい

うことからモデル的な都市として何かきっかけ

づくりを私どもからしていきたいと。再生可能

エネルギーなども含めて行うことができるんで

はないかと今模索しておりますので、これらに

ついて早速検討してまいりたいと思ってます。 

 以上、１番目の点につきましては、少し不十

分かもしれませんが、時間の関係上、もし再質

問などでご提言いただければありがたいという

ふうに思います。 

 ２点目の長井小学校校舎の今後についてでご

ざいます。 

 髙橋議員からは市長が文教協議会で話をされ

たのは何だったのかという点でございます。 

 この点につきましては、髙橋議員初め文教常

任委員会の委員の皆様にまずおわびを申し上げ

なきゃいけないというふうに思います。それは

６月に一緒になって話をさせていただいて、そ

れでは多少経費がかかっても単独で、一応あの

ときは木造の林野庁の補助事業の可能性はあり

ましたけども、それあるなしにかかわらず単独

でやりましょうということで、協議会といいま

すか、文教常任委員会協議会の中で合意できた

というふうに思ってまして、それで私も進めた

かったと。 

 ただし、その後いろいろ見積もりをとったと

ころ８億円以上かかるということがわかりまし

た。問題は、８億円以上かかるということが問

題ではないです。そこはお話ししましたように、

ある程度お金かかってもやりましょうと、これ

先送りしないでやろうということだったですね。 

 ここからが問題なんですが、それで10年後に、

そのときお話ししたと思ったんですが、第２校

舎は平成13年に耐震化と大規模改修やりました。

もう既に13年目ですね。第３校舎については、

23年にやってるはずですので、これも３年目と。

ですから10年後ぐらいには第２校舎と第３校舎

を取り壊して新たな校舎をつくると。そうしま

すとその際にどっちにしろ職員室とか昇降口は

単独でしかならないという教育委員会の職員の

調査の結果でしたので、それだったら10年後で

も単独でやるんだったら今でも同じだろうとい

うことで、これを先送りしないでやろうという

私の決断だったんですが、ところが10年後でも

第２校舎、第３校舎建てられない、補助の対象

にならない、こういうことだったんですよ。そ

れはどういうことかというと、新築をする場合、

改築する場合は２分の１補助なんですよ。です

から第２校舎、第３校舎合わせますと恐らく相

当額の事業費になるだろうと。20億円、30億円。

ところが補助対象にならない可能性が高いと言

われたんですね。これどういうことかというと、

その10年後に確かに補助金返還は生じないと。

ただし、耐震度調査をもう一回やってみて、耐

震度が弱くなる、あるいは耐力度が低くないと

補助対象にならないということがその後言われ

ました。何と。それじゃ話全然違うじゃないか

と。 

 10年後でも第２校舎、第３校舎一緒に建てら

れなかったら今回の８億円とか10億円かけて単

独でやるというのは、これだけ単独でやっても、

何か違う方法ないかということでいろいろ話を

したところ、今度振り出しに戻るんですけども、

第１校舎、最初４億円かかると。補助が6,000

万円から7,000万円ぐらいしか見込めないと、

３分の１補助なんで、しかも上限２億円だとい
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うことなんですね。ところがこれ２カ年にわた

れば、２億円上限ですけども、ですから7,000

万円ですね、２年間分かれれば１億4,000万円

近く、１億2,000万円と言ってましたけども、

補助対象になると言うんですよ。そうすると私

が聞いたのは、いわゆる第１校舎は登録有形文

化財として、今回は学校機能を中心として、ま

ずこれは登録有形文化財で後々整備するとして

も先送りだと。それよりも子供たちの教育環境

が先だということで急ごうとしたわけですね。

ところが、いや、第１校舎も免震も２カ年にわ

たってやれば、４億円かかるんですけども、２

億円の３分の１ずつ補助対象になると言うんで

すよ。それもう話が違うじゃないかということ

で、結局10年後でも第２校舎、第３校舎取り壊

して新築できるかどうかわからないということ

と、あと第１校舎、先送りしようとしたんです

が、それがどうも２カ年間にどうせ工事はわた

るんで、３分の１、１億２、３千万円の補助を

得られるということですから、それは先送りし

なくてよくなるわけですね。なもんで８億円で

単独してもその後の第２校舎、第３校舎が新築

できるかどうかわからないということと、第１

校舎を先送りしてどっかの時点で整備しなきゃ

いけないので、それだったらこっちのほうが有

利だろうというふうなことで私は判断したんで

すね。 

 そこのところはあと教育委員会のほうで、私

がそれをわかった時点で説明に行けばよかった

んですが、残念ながら10月のちょっとかなり厳

しい時期、いろんな行事も重なってまして、そ

こについて私が文教常任委員会協議会にお邪魔

しておわびをしながら説明をすればよかったん

ですが、それを教育委員会のほうに任せてしま

ったということで、大変そういった意味では申

しわけなく思っております。 

 したがいまして、私としては、まずは第１校

舎を２年間かけて耐震工事をやって、その間プ

レハブでまずは職員室とか会議室を設けながら、

その後の10年後に向けて第２校舎、第３校舎ち

ゃんとできるかどうかともう一回きちんと調査

して方向性を示すということと、それと同時に

10年後にもしちゃんとできるんだったらばその

工事と並行してもいいですから、昇降口と管理

棟の部分をもう一回設計し直しして、第１校舎

は第１校舎で終わった後でないとまたできない

とは思いますけども、将来計画もう一回練り直

したらいいんじゃないかというふうに考えて、

そのように私としては協議して合意したという

内容でございます。大変申しわけございません

でした。私のほうから以上でございます。 

○小関勝助議長 加藤芳秀教育長。 

○加藤芳秀教育長 ４つの案を示した考え方と、

どう以降議論を積み上げ、意見集約をどのよう

に進めようと考えていたのかについてお答えい

たします。 

 長井小学校第１校舎は、昭和８年に建築され、

約80年が経過しておりますが、国の中でも数少

ない木造校舎として多くの卒業生を初めとした

市内外の皆様に深く愛されております。また、

正面玄関を中心とした左右対称の外観が歴史的

景観に寄与していることや、階段などのつくり

も評価されまして、平成21年に国の登録有形文

化財に指定されました。このようなすばらしい

校舎を使用して教育をしていくということは、

児童の心の育ちにもつながるというふうに考え

ております。教育委員会では、耐震性を高める

ための補強工事を27年度に行うべく、昨年度、

耐震診断を実施したところですが、その結果に

ついては、先ほど来話になっているところでご

ざいます。 

 ６月の文教常任委員会協議会には、木造の仮

管理棟建築を提案させていただきましたが、一

時的な施設としては経費がかかり過ぎるとのご

意見をいただきました。また、児童昇降口を解

体し、新しい昇降口と一体的な恒久的な管理棟



 

―４９― 

を建築できないかとのご意見もいただきました

ので、再検討を行いました。その検討の中で、

第２校舎の改築を含めた第４の整備案が追加さ

れ、髙橋議員がこのたびの質問に取り上げてお

られる４つの案を９月の文教常任委員会協議会

で説明させていただいたところでございました。

文教常任委員の皆様方には、６月と９月の協議

会において考え方を説明申し上げ、ご意見をい

ただいてまいりました。その一方で、この４つ

の案を教育委員なり市長部局にも説明して考え

をまとめる必要がございましたので、定例教育

委員会や庁議にもお諮りして当局側の意見をま

とめてまいったところでございます。 

 第１校舎の免震工事方式に決まるまで、どの

ような議論が展開されたのかということについ

てでありますが、９月11日の文教常任委員会協

議会において、長井小学校管理棟に係る４つの

案の比較表でお示しした第３案と第４案は、先

ほど市長がお話し申し上げたとおり、当初は文

科省の補助なども期待しておりましたけれども、

詳細に調査したところ、全くの単独事業での建

築となるということが判明しました。概算工事

費としては、第３案は８億円に近い額となり、

第２校舎の改築を含めた整備を行う第４案は19

億円に近い額になると。また、この４つの案に

ついては、定例教育委員会と庁議でも検討を行

いました。どちらの会議においても、軽量鉄骨

造の管理棟を建築する第２案が最も経費負担が

少なく有効な手法との意見が多く出されました

が、その一方で、国の登録有形文化財である第

１校舎の老朽化対策が結果として棚上げになっ

てしまう点が憂慮されるとの意見が、どちらの

会でも出されたところであります。これらの議

論を踏まえつつ、第１校舎の免震工事を行うこ

とを市長に決断いただいたところでありますの

で、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

 なお、第１案と第２案は、セットとして考え

るべきとのご質問でありますが、第２案の管理

棟は昇降口や第２校舎の改築の時期まで使用す

る建物として考えたものでございます。このた

びの議会に上程している仮管理棟は、先生方に

一時的に移っていただくとともに、免震工事期

間中に使用する仮設建築物でございます。４つ

の案の中の第１案の項目の中に工事期間が複数

年にまたがることや仮設建物が必要との説明を

加えておりますが、その仮設建築物の設計費用

をこのたびの補正予算でお願いするものでござ

います。 

 また、昇降口と管理棟が離れていることにつ

いては、髙橋議員がご指摘のとおりでございま

して、従前から安全面の課題が指摘されており

ました。そのリスクを解消するために、現在も

長井小学校の取り組みがなされております。朝

は昇降口で校長を初め級外職員が児童を迎え、

担任は教室で児童を迎えております。始業時間

以降は昇降口を施錠し、外部からの来客などは

管理棟から出入りしていただいております。お

くれて来る児童なども保護者と一緒に管理棟か

ら出入りしております。また、防犯カメラも昇

降口の南北及び体育館ピロティに設置していた

だいておりまして、事務室でモニターできるよ

うになっております。また、下校については、

担任が昇降口で確認をしながら子供を送ってい

るという現状であります。このような取り組み

を今後も継続していただきながら安全に配慮し

てまいりたいと思いますので、ご理解を賜りま

すようお願い申し上げます。 

○小関勝助議長 14番、髙橋孝夫議員。 

○１４番 髙橋孝夫議員 それぞれ答弁をいただ

きまして、ありがとうございました。 

 １つ目の質問は、私、申し上げることはない

です。それは市長の思いだから、別にそれはな

いんです。ただ、私は本当に心配してるところ

があるのよ。それは、８年やってきて８年の間

に市長は随分偉くなったんでないかな、こうい
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う言い方は悪いけど、意見を言う人が本当にど

れくらいいるだろうかってうんと心配なわけで

す、内部で。本当に市長が決めたことは、白で

も黒になってしまうような組織になっていねえ

かというところがうんと心配なんです。だから、

そうなんねえように、私は、市民、職員、議会、

それから国、県と申し上げましたけれど、それ

ぞれ謙虚に、それぞれやっぱり相手をおもんぱ

かった対応をしていただきたいなって、これ本

当に思うんです。そこからでないといいものは

決して生まれないという、これ余計な心配です

けど、しておりますので、ぜひそういう対応を

いただきたいと思っているところです。 

 長井小学校の関係は、きょうは市長から初め

て聞いて、まず正直、えっです。一切そんな説

明ないわけだから。私どもにあったのは、この

案の比較表だけなんだよ、最後、これで何をこ

こからどうやって第１案をやりますかなんてと

いう結論を導き出すんですか。とても、悪いけ

ど、不信感ですよ。この私、担当の常任委員長

だよ、こんなこと言っちゃいけない、こんなん

言うつもりもないけども、だけども、一切教え

られないで、なりました、はい、100何万円つ

けて賛成しろっていう、こんな話はない。私は、

やっぱりやり方、間違ってると思います、これ

では。 

 私は、１点だけ市長にお伺いをしますけれど、

一旦これ下げてもらえませんか、今回の８号か

ら。もう一回、９月11日にさかのぼって、そこ

からどういう話になってこういうことになった

んだという説明をしてくださいよ、それでなき

ゃ、はい、わかりましたとはならない。大事な

ことだと思いますよ、今まで言ってることと全

然違うんだもん。これは、私を除いて７人いる

からみんなに聞いてもらいたいけども、みんな

そういう思いだと思いますよ、一体今までの説

明、何だったのよって、これでは私は責任持っ

ていろんな議論できないので、そこだけ考え方

示してください。どうですか。 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 大変申しわけございません。文

教の常任委員会の協議会の中で、９月の11日に

４つの案の比較表ということで説明をさせてい

ただいていると。その直前の９月４日に４つの

案の比較表をということで出させていただいた

ときに、いろんな今までと話してきた中身とち

ょっと違うよということがわかりまして、９月

の11日のときに、ある一定程度の経過も含めて

話がなされたものというふうに私のほうでは考

えておりました。最終的には、10月の６日に補

助の概要などが全部全体的なものがようやく判

明しまして、それで今回提案させてもらった内

容ということを決めたと、大体私も内部でです

ね。それで11月の10日の委員会の協議会の中で

説明させてもらったということなんですが、そ

の間、文教常任委員会協議会のほうに、例えば

委員長とか副委員長とかには一切相談がなかっ

たということだったとしたらば、大変これは申

しわけなく思います。（「議案さかけるときだ

ってそんな説明してないんだよ、一言も。」と

呼ぶ者あり） 

○内谷重治市長 やっぱり教育委員会のほうでは、

補助制度の中身についてなかなか詳しいことが

わからないので、ころころ変わってました。話

しするたびに全然違うじゃないかと、詳しく県

のほうに照会して、県のほうからの回答はこう

だったということで、どんどん変わってきまし

た。だもんで、さっき私が申し上げたとおりで

すが、何言ってだんやということが、私のこれ

は内部の話ですけど、ほんじゃ全然話が違うべ

したということで、私も、本来であれば文教の

常任委員会の協議会の際におわびして説明をし

て、何とかご承認、ご了承賜るように努力しな

きゃいけなかった点については申しわけなく思

ってますが、髙橋議員からあった件については、

ちょっと早急に、この場で述べることじゃなく



 

―５１― 

て、大至急これは検討させていただきたいと思

います、撤回も含めてですね。そういった説明

が不十分であったとすれば、これは私どもの責

任でもありますので、大至急検討させていただ

きたいと思いますので、そんなことで、この場

は、即答でなくて申しわけないんですが、よろ

しくご了承賜りたいと思います。 

○小関勝助議長 14番、髙橋孝夫議員。 

○１４番 髙橋孝夫議員 私は、認めるとか認め

ないとかって言ってんなでないのよ、納得すれ

ばみんないいって言うわけだから。ただ、そう

いう手続だけはきちっと踏んでもらわんなねえ

ということを言ってるんです。市長がずっと説

明を受けてきた中身で順序を追ってきちっと言

ってもらえれば、大体みんな納得はされるんだ

と思うのよ。ただ、幾つかの疑義はありますよ、

そこは、だけど、話せばわかる話であって、だ

けど、こういうふうに進められてくると、何や

ってやっぱり思うわけよ。これじゃだめだとい

うふうになってしまうので、ここは善処を検討

させていただくということですから、それは、

あえてわかりましたということで私は申し上げ

ておきたいと思います。終わります。 

 

 

 佐々木謙二議員の質問 

 

 

○小関勝助議長 次に、順位４番、議席番号11番、

佐々木謙二議員。 

  （11番佐々木謙二議員登壇） 

○１１番 佐々木謙二議員 内谷市長には、３期

目の当選、まことにおめでとうございます。地

方の創生、そしてみんなでつくる幸せに暮らせ

るまち・長井を目指して、与えられた４年間し

っかりと全力投球でご尽力くださいますように

ご期待を申し上げます。 

 また、市政運営に携わるに際しましては、清

新な気持ちと心を持ち続けていただくと同時に、

市民の意見、そして議会の意見を真摯に拝聴し

ていただいて、市民福祉、市民生活の向上、地

域、長井市の創生に向けた施策の実行にご尽力

くださいますよう祈念申し上げるとともに、く

れぐれもこれまでの財政再建の苦労を忘れない

で、健全な財政を見通されて市政に取り組んで

いただきますよう重ねての願いとご期待を申し

上げます。 

 第187回臨時国会の地方創生国会が９月29日

に開会されました。会期の終了が11月30日ごろ

と見込まれていましたが、地方創生の関連法案

の成立と同時に、思いがけず衆議院が解散され

て国会が閉じられました。しかし、地方自治体

には休みはありません。今、深刻な人口減少、

少子化、超高齢社会の進展にどう対処し、食い

とめることができるか、地方創生の仕事、作業

は待ったなしと思います。 

 安倍総理のこれまでの発言や地方創生に係る

所信表明等によりますと、地方の人口減少や超

高齢化など直面する構造的な課題は深刻になっ

ており、地方の創生には将来に夢や希望を抱き、

その地方でチャレンジしたいと願う若い人が定

着して、今の危機に歯どめをかけることが大事

なことであると言われております。そのために

は、若い人に魅力のあるまちづくり、人づくり、

仕事づくりを進めなければならない、まち・ひ

と・しごと創生本部を創設し、これまでとは次

元の異なる大胆な政策を取りまとめ、実行する

と言われています。また、伝統のあるふるさと

を守り、美しい日本を支えているのは地方の皆

さんです、この地方を消滅させてはなりません、

今求められているのは、若者が将来に夢や希望

を持てる地方の創生に向けて力強くスタートを

切るときですと言われました。 

 また、石破茂地方創生大臣は、地方の創生に

は、国と地方の共同作業が重要、自治体が地域

の活性化に活用できる新たな交付金制度の創設




